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　Acer 面 n　 style 　 of　mourning 　dress　 was 　 established 　ill　the　rirsL　part　of　the　Heian　period，　and 　while

almost　al1　 of 　the　basic　styles．　Continued　to　be　worn 　in　iater　years ，　the　rnore 　formal　style 　did　not 　appear

until 　the　lar．ter　par しof 　the　period ，　The 　formal　 style 　 was 　called 　Sokutal　and 　the　informal　one 　 was 　knouai
as　Noushi

，
　the　same 　as 匙hose　fDr　the　Kichibt蓋ku （n 〔」rnl 副 dress），曲 i弖e　the　color 重Lsel取）layed　a 　key　role ，

　In　the　case 　of しhe　Ryoan　Shozoku，　dressiI／g　ilL　a　b亅ackish 　Tsurubarni（dark　brown ）wds 　Ilorma 三，　and
Ihou 〔outer 　garments　des童gned 　for　eachj く）b　rallking ）was 　worn 　for　service 　in　the　Imperiaユ王

〕
alace ．

　For　publ 星c　funeral　occasions
，　moum 正11g　dress　other 　than　the　Ryoan　were 　Muinon 　Kan （plaln　cap

without 　any 　pat匕orn ）and 　Nibiiro　Hol1 （dark　g驚 y　outer 　garments），
Mumorl 　Kan　and 　Mumon 　Hou 　Cou亡er

garments　Without　any 　pattern ），　and 　Aya 　Kal1（cap 幅 th　a　pattem）and 　Aya 　Hou 〔Duter 　garrnents幅 ．h
pattems ） iII　descending　order 　 of　relationship 　intimacy．　The　colors　of　Sitagasane（under “ ear ） and

Hakama 　（pants） were 　Nibiiro、　 Ao 　Nibhro 　（bluish　dark　grey），
　 Ao　Kuchibairo　（bluish　browlL） 王く重

Kuchibairo （yellow［sh 　brDwn ）in　descelldi匸lg （］rder 　of　the　intimac｝・ of　relationship ．　Each　person　seleeted

acombination 　of　the　style 　of 　the　cDst 田 ne　and 　the　color　from　among 　those 　mentiened 　above ，　ba8ed 〔丿【l

his　or 　her　ovm 　state　Qf　mind 　at　each 　occasion ．　After　the　49th　day　from　the　passing，　which 　came 　to

represent 　the　end 　of　oI／e　of　the　mourn 童ng 　Periods，　t・he　co！or　of　the エnourning 　dresses　were 　gradually
changed む〔｝ 且ghもer　 ones ．　Privaしe　mourning 　dress　 wvas　 also 　worn 　in　 accordance 　with 　pubhc 　dress　ill

principle，and 　femaies 　alse 　changed 　their　K 正chibuku しo　t，hose　of 　dark　grey　colDrs ，

　　　　　　　　　　　　　 （Received　March 　3，2001；Accep七ed 　in　revised 　form　Augus 仁15，2001）
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Shinso　 Shozoku 　心 喪 装 束，

　 1．は じ め に

　本学会誌 Vol．5ユ，
　 No．4 掲載の 拙稿 「平安時代の葬

送装束
一

素服 を中心 に
一

」で も触れた ように，平安時

代 の 葬送儀礼 に関す る研究は多少な さ れ て い る が
，

こ

の時代の 人 の 死 に 関わ る 装束につ い て の 研 究 は皆無 と

い っ て もよ い 状態で ある
’ 1
．したが っ て 本論は，前稿

の葬送装束に 引 き続 き， 平安時代 の 服喪服に つ い て そ

＊ 1
江馬　務 「葬式 の 変 遷 と種 類1 （『江 馬 務 著作 集 』7 巻，

　中央公論社） 1927，r平 安 時 代史事典』（角川書店）

　 1994等に断片的 に触 れ ら れ て い る に すぎない ．

の実態を明確にする こ と を団的 とした もの で ある ．中

で も諒闇装束 は公 の 喪服で あ る ため，記録が 比較的多

く残 っ て い る の で ，こ れ を 中 心 に み て ゆ くこ と とす る．

　平安時代を，服飾変化の時期を基準 に ， 前期 ・中期 ・

後期の 三期に分けて考察 して ゆ くこ と も前稿 と同様で

ある．前期は
， 平安遷都か ら安和 の 変 （969）頃まで ，

中期は藤原貴族政権 の 絶頂期か ら院政開始 （1086）ま

で ，後期は 院政 ・源平 の 戦乱期を経て の 鎌倉幕府の 成

立 （1192）まで とす る．

　天皇が父母 の喪に服す期間が 諒闇で ある が
’ 2

，父母
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以外で も先帝が亡 くなっ た 時は，準 じて諒闇とした例

もある．そ の 期間 は，奈良時代の養老喪葬令服忌条に

よ り 1年と定め られ て い た ．こ の 間 は，基本的に は 国

民全て が 喪に服 した の で ある が ，こ の 制は，平安前期

に な る と質素倹約の 主 旨か ら停止 され る こ とが多 くな

り，喪に服す の は 宮 中 の み と な っ て い っ た ．

　前稿で記 した ように，天皇は父母が亡 くなる と錫紵

を着用 し たが ，そ の 期 間は，月 を 日 に 換算 して 13 日

間 （満 1年 は 13カ 月） とい うの が 基本で あ っ た．ま

た，親族 と素服 を給わ っ た特定の諸臣も素服を着用 し

た．

　 こ の 錫紵 ・素服 を除い た後，1年の 喪が明ける まで

の 心喪期間着用する の が諒闇装束で あ る、

　諒闇以外の服忌 も平安時代 を通 じて基本的に養老喪

葬令服紀条及び假寧令に依 っ て お り，天皇 ・父母 ・夫 ・

本主の 死 に は 1年，祖父母 ・養父母 に は 5 カ月，曾祖

父母
・
外祖 父母

・伯叔父姑 （父方の お じおば）・妻 ・

兄弟姉妹 ・夫 の 父母 ・嫡子 に は 3 カ 月，高祖父母
・舅

姨 （母方の お じお ば）・嫡母 ・継母 ・同居 の 継父
・
異

父 の 兄弟姉妹 ・衆子 ・嫡孫 に は 1 カ月，衆孫 ・従父兄

弟姉妹 ・兄弟 の 子 に は 7 日間 の喪に服す定め とな っ て

お り，や は りこ の 期 間は服喪服 を着用 した ．また，職

事官 （職に つ い て い る役人）が父母 の 喪 にあ っ た 場合

に は 1年 （13 カ 月）の 解官 とな り，家で服喪 し，服

忌 を終える と再任 され る建前とな っ て い た．夫 ・祖父

母 ・養父母 ・外祖 父母 の 喪 の 場合に は 30 日の ，妻 ・

兄弟姉妹等 3 カ月の服喪期間の 親族 の 場合 は 20凵の
，

1 カ 月の 服喪期間の 場合は 10 日 の，7 日の 服喪期 間 の

場合 は 3 日 の 休暇 が 与え ら れ
，

こ の 間 は 原則と して 忌

籠る もの とされ て い た （岡田
L
参 照〉．

　2、平安前期

　『西宮記』巻 17袍 ・喪服条に，当時の服喪服に つ い

て の記述が み られ る．

　　冬遭
レ
喪者，

一
周間 ， 服

二
冬装束 ．， 夏遭 F 喪者 ， 又

　　
一

周用一夏衣 ．，当朝元無一夏冬衣．一，依
二
滋野相公

　　起請一．， 夏冬更衣．重服者，尚依一．旧制．．歟．

　即ち，冬に喪に 遭 っ た者は周忌が 明ける まで冬装束

の ままで 服喪 し，夏 に 喪 に 遭 っ た者は や は り周忌が明

ける まで夏装束の ままで 服喪す る と い うの が
， 本来の

服忌の姿で あ っ たようで ある．しか し，滋野相公の起

’ Z
『西宮記』 巻 12諒 闇 条 の 注 に，「謂天 子遭 ．父母喪＿，

　礼記 云 梁 諳一t，史記云
嘘
亮 闇 ．」 とみ える．

請に よ り，季節の 変化 に伴 っ て 夏冬 の 衣替 えが な さ れ

る ように な っ た，ただ，重服者 （父母 の 喪に服す者）

だけは従来の ままを継承した ようで ある．古来，不幸

があ るとそ の 時 の 状態 を変えな い とい うしきた りがあ

り，こ れ に倣 っ て 装束も変えな か っ た もの と思われ る．

　また，こ れ らの 服喪服 は 素服 （錫紵）を除 い た後着

用 する もの で あ り，素服期間中は，延長 8年 （930）
に醍醐太上 天皇が 崩御 した時の 『吏部王記』に，

　　十 二 日山作所於 ．山陵＿，
立 ．卒塔婆三 基之 ．，是 日，

　　孝子等暫脱
、
商布衣 ．，毎

、：
七 日 著 v 之 ， 其間著

鷺
鈍

　　色布直衣 ．．　　　　 （延長 8 年 10月 12 日条）

と 記 され て い る よ うに，孝子 （父母 の 喪に服す る子）

は鈍色 の 麻布製直衣を着用 し た こ とが わか る．こ の時

の 朱雀天皇は醍醐太上天 皇の 子 で あ り， 当然 こ の 鈍色

麻布直衣を着用 した と思 われ る、そ して ， 前稿 で も触

れ た よ うに ， 素服を除くまで の間の 7 日毎の 法要の 時

に は，こ の 上 に素服 を着用 した の で ある．

　（i）
’
天　 　皇

　承和 7 年 （840）5 月 8 日 に 淳和太上天皇が 崩御 し，

翌 9 日に仁明天皇 （甥）は素服を着けた．そ して ， 15

日 目の 5 月 23 日 に素服 を除 い た の で あるが，そ の 時

の こ と を 「続 日本後紀』は次 の ように記 して い る．

　　天 皇 除
二
素服＿，着．

二
堅絹御冠 ，橡染御衣＿．以臨

レ

　　朝也．御簾及屏風之縁 ，並用 ．墨染細 布．．

　 こ れに よる と
， 仁明天皇は素服を除い た後 「堅絹冠 ・

橡染衣」を着用 して い る．こ の 橡染衣で ある が ，『西

宮記』に，

　　帝王雖
レ
随

二
以

v 日易 v 月之制一，
一

周間依
レ
不 v 臨 v 朝 ，

　　不 v 服 て
位袍 ．， 着 黒橡衣．．．

　　　　　　　　　　　　　　 （巻 17袍 ・喪服条）

とみ え る黒橡衣の こ とと思 われる．

　 当時 の 喪の 色 と して 鈍色 や 黒橡 と い う色名が 用 い ら

れ て い る が
， 果 た して こ れ らは い かな る 色相 の 色 で あ

っ た の で あ ろ うか．康保 4 年 （967）5 月 25 日 に 村上

天皇は在位 の まま崩御 し， 冷泉天皇 （子 〉が即位 して

諒闇とな っ た．こ の時の様子を 『栄花物語』は次の よ

うに 記 して い る．

　　 宮 々 御方 が た の 墨染め どもあはれ に かな し．同 じ

　　諒 闇なれ ど，こ れ は い とお どろ お どしければ，た S
“

　　
一

天下 の 人烏の や うな り．四方山の椎柴残 らじと

　　 見ゆ る も，あはれになん．　　　 （巻 1月の 宴）

　 こ れ に よる と，村上天皇 の 子達は 「墨染め」を着て

い る が ，こ れ は 重服の 色 で あ り鈍色 の こ と と思 わ れ る ．

即 ち当時の鈍色は墨染め色 で あ り， 奈良時代 の 錫紵の

52 （974）
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色 を継承 して い る こ とが窺える
＊ 3．また，諒闇装束を

染め るの に椎柴を使用 した こ と が記 され て お り， 当時

の黒橡は椎木染めで あっ た こ と もわ か る．奈良時代に

お い て は ，橡 （櫟の 実 ・い わ ゆ る どん ぐり）を灰汁媒

染 で 染色 した茶褐色系統 の 色が橡色で あ っ た （増田
2｝

参照 ）．従 っ て 黒橡 は
， 橡 色の 黒味が か っ た色即 ち少

し褐色がか っ た黒色が本来 の 色であ っ た と思 わ れ る．

しか し
， 諒闇 の 度 に 黒橡を染 めるとな る と，櫟の 実の

み で は 間に合わな くな り，櫟に近い 椎の実さらに は こ

れ らの 木の 枝 （柴）も染料 として 使用 され たの で あろ

う
＊ 4．即ち，黒橡は 上村氏 の 主張の よ うに単なる橡の

鉄媒染染め （上村
3
参 照） とい うもの で はなく，橡染

め に黒 （ふ しが ね〉を加え た褐色味を帯び た黒色 と思

われるの である。

　天暦 8 年 （954）2 月 22 日に ，亡大后 の 七七忌 の 法

要が 営まれ た．こ の 時の 村上天皇の 装束を 『西宮記』

は ，

　　服 黒 橡袍，鈍 色下襲 ， 同表袴 ， 鳥犀帯＿，着．重

　　服冠＿．　　　　　　　　 （巻 19衣服者装束条）

と記 して い る．大后は天皇 の 生母で あ り諒闇で ある．

錫紵は 1月 22 日 に除 い て お り
， 袍は 黒橡を着たの で

あ るが ， 四十九 日の 法要 の 時 である か ら下襲と表袴は

鈍色 に した の で あ ろ う．烏犀帯 ・重服冠 に つ い て は，

同じく 『西宮記』 の 巻 19衣服者装束条に ，

　　切上緒縄纓冠，右以．麁絹．，作
。
之．牛角帯，帝王用鳥

　　犀黒免．黒造剱 ， 白革装束， 赤沓 ，
王公黒革．

と記 されて い る．こ れ に よると烏犀帯は 「烏犀黒角」

とみえ，石帯の 石の代わ りに黒 い 犀角の飾 りが つ い た

帯 と思われ る．こ れ は喪の際は天皇の み の締め る もの

で あっ た．重服冠 は，こ の 『西宮記』の 切 上 緒縄纓冠

と 同
一

の もの と思 わ れ る．中国古代 の 喪 制で は もっ と

も重 い 斬衰 （父親 ・夫等の喪に服す場合）の時の冠に

縄纓がつ くが，恐 らく我が国の切上緒縄纓冠も こ の 制

に 倣 っ て 採用 され た もの が
， 平安時代 に な っ て もまだ

継承 され て い る とい う こ と であろう．残念 なが ら，中

国古代 の 縄纓は
一

条 の 縄 を用 い る と しか記 され て い な

い の で （章
4
参 照〉，我が 国の 「切上緒」 を明らか に

する 史料に はな らない ．「切上」は 「
一
段落 （区切 り）

をつ け る こ と」 の 意なの で
，

一
定の 長 さに 切 っ た緒で

綯 っ た 縄 の 纓 の つ い た 冠 と い うこ と で あ ろ うか一・即 ち ，

当時 の重服冠 は 目の 粗 い 絹製 で 縄纓 の つ い た 冠 で あ っ

寧3
『令集解まに 「釈云…錫紵者…墨染浅色耳」とみ える．

州

実 際 に櫟木で 染 色 して み て も，実 よ りは 染 色 性 は 少

　 し劣 る が 実で 染め た の と大 差な い 色 相が 得 られ る．

た こ とが窺え る ．『西宮記』に は こ の 他に 黒造 剱を佩

び赤沓 をは くこ とが み え る．

　以 上 の こ とか ら
， 平安前期に お け る 天 皇 の 重服の 場

合 の 法要 時 の 装 い は
， 基本的に は 「重服冠 （切 上 緒縄

纓冠）・黒橡袍 E鈍色下襲 ・鈍色表袴 ・鳥犀帯 ・黒造

剱 ・赤沓」 とい う構成であ っ た こ とが窺え る．

　天皇が諒闇以 外の 喪 に服す時の 装束 に つ い て は，

『小右記』に 次の 記述が み え る．

　　応和中宮崩 時，御心 喪月三个月，巻 纓令
レ
着

二
薄鈍

　　色一．給由，見一故殿彼年六月十九 日御記 ．，是官奏

　　御装 束也．　　　　　 （万治 4 年 12月 30 日条）

　応和 4 年 （964＞4 月 29日に中宮藤原安子 が亡 くな

っ た時，村上 天 皇 （夫）は養老令 の 規定どお り3 カ 月

の喪に服 した の で ある が，そ の時の 天皇の 喪服は巻纓

冠 に薄鈍色衣 で あ っ た ．

　 しか し，その 色 に つ い て は，

　　延喜 23 年，主上依 ．先坊御事．．，御心喪之間御服

　　鈍色云 々 ．又，天暦 6 年依 t朱雀院御事 ．，御心喪

　　間 同鈍色云 々 ．彼時 ， 臣下皆雖 v 奏 1不 v 可 v 然之

　　由 ．，起 ．自叡慮 ．着給云 々 ．

　　　　　　　　（『左経記』長元 9年 5 月 13 日条〉

の 如 く，延喜 23年 （923＞・
天暦 6年 （952）の時は，

い ずれ も鈍色の 服喪服 を着用 した こ とが み える ．しか

しこ の 件 に閨して は
， 諸 臣の 進言 は 鈍色 で ない ほ うが

良い とい うもの で あ っ た．に もかかわらず，天皇 は自

ら の 判 断 で 鈍色を着た こ と も追 記 さ れ て い る．延喜

23年 とい うの は，醍醐天皇 が亡皇太子保 明親王 の 喪

に ，天暦 6年は村上天皇が朱雀太 上天皇 の 喪に服 した

時の こ とで ある．保明親王 は醍醐天皇の 皇子で あ り，

朱雀太上天皇は村上天皇の 兄 で ある ．い ずれ も養老令

服紀条 に よ れ ば 妻 の 喪 に 服す時 と 同様 に 3 カ 月 の 服喪

で ある．従っ て，その色は薄鈍色 とい うの が
一
般的で

あ り，臣下は薄鈍色着用を奏上 した の で あろ う．しか

し
， 醍醐 天皇の 場合 は 最愛 の 皇太 子を

，
また村上 天 皇

の 場合 は同母兄 を亡 くした の で あ り，その 悲 しみ の 大

きさが色 を濃 くして 鈍色着用 とな っ た と思 わ れ る ．

　先記の 承和 7年 （淳瀦太上天皇崩御）の 時も，仁明

天皇はその 甥に当た る た め ，や は り前記の 例と同様に

服喪期 間 は 3 カ 月 と な る は ず で あ る．に もか か わ らず

こ の 時 は
， 「令＝五畿内七道諸 国 ， 諒 闇之 間 ， 停「』．釋 尊

祭 ．」 （『続 日本後 紀』承和 7年 7月 条）の 如 く諒 闇 と

な っ て お り，素服着用期間も 13 日 で あ っ た （実際は

忌 日 の関係で 15 日）．恐ら く，仁明天皇 は淳和天皇 の

皇太子 として 立 ち，譲位に よっ てN］位 した とい う経緯
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か ら
， 父帝に準ず る扱 い とな っ た の で あ ろ う．従 っ て ，

そ の 服喪服 も諒 闇 と同様に黒橡 とな っ た と思 われ る．

　即ち当時の 天皇の 服喪服の表衣の色は
， 諒 闇の 場合

は黒橡，そ の他の場合は薄鈍色が 一般的で あっ た が，

薄鈍色は，心境 に よ りそ の 色 を濃 くす る こ と も行 わ れ

た こ とがわかる．諒闇 の 時の 服喪服の構成は，日常的

に は 「堅絹冠 ・黒橡衣」で あり，法要等の 時は 「切 上

緒縄纓 冠 ・黒橡袍 ・
鈍色下襲 ・

鈍色表袴 ・烏犀黒角帯 ・

黒造剱 ・赤沓」とい うもの であ っ た，

　  　諸 　　臣

　諸臣の 諒闇服に つ い て 『西宮記』は
，

　　侍臣等，依
二
宣旨一，衣 黒橡 ．．弁少納言，式部，

　　兵部等輔丞，候殿一ヒ輩，随
嘆
本官役＿之時，用

二
位

　　袍一．　　　　　　　　　 （巻 17袍 ・喪服条）

の 如 く記 して い る．諸臣の 中で も， 橡の 宣旨の 出され

た者だ けが 黒橡袍を着 用 した．そ して ， 殿上 で 本官の

職務 に就 く時は，彼等 も位袍 を着用 した の で ある．

　諒闇以外 の 宮中 に お け る 不幸の 場合は ，諸臣は薄鈍

色を着用 した．応和 4 年の村上天皇中宮安子が 亡 くな

っ た時の 装束に つ い て 「栄花物語』は ，

　　内 に も東宮 に も皆御服 あ る べ けれ ば ，諒闇だ ちた

　　れ ど，こ れは殿 上人な ども薄鈍 をぞ著た る，

　　　　　　　　　　　　　　　　 （巻 1 月の 宴）

の如 く記 して い る．中宮 の 薨去 に伴 い
， 宮 中 も東宮 も

服喪 と な っ た の で まるで 諒 閣の 風 で あるが，こ の場合

は諒闇で はな い の で ，諸臣の服喪服は 薄鈍色 となっ て

い る．

　天暦 6 年 （952＞ の 朱雀 院崩御時 の 装束 に つ い て は

『小右記』に次 の ように記されて い る．

　　但朱雀院例，
一
周忌之 問，卿相 ・侍臣，節会 ・行

　　幸 ・神事等外 ， 着
唆
鈍色＿．

　　　　　　　　　　　　 （寛弘 8年 7 月 15 日条）

　こ れ は一
条上皇崩御 に伴 っ て の 服喪装束を定め る為

に，そ の 先例を調べ て 記した もの で ある が，朱雀院の

時に は，
一

周忌の 間公卿と侍臣 は節会 ・行幸 ・神事 の

時以 外は ず っ と鈍色 を着用 して い た こ とが み え る．先

に記 したように ，こ の 場合 は薄鈍色が本来 の 色 で あ っ

た が，天皇がそ の 悲 しみ の 深 さから鈍色 を着たために，

諸 臣もこ れ に倣 っ て 鈍色着用 とな っ た の であろ う．

　公卿等が私的な喪に服す場合の装い で ある が ，重服

の 場 合 は，天皇 の 諒闇 の 所で 引用 した 『西宮記』巻

17袍 ・
服者装束条 にみ える．こ れ に よ る と

， 王
・
公

卿の 重服 は 「切 上 緒縄 纓冠 ・牛角帯 ・黒革沓」と い う

もの で あ っ た ，牛角帯 は天 皇の 鳥犀黒角帯 と 同様に ，

牛角の飾 りの つ い た帯 と思われ る．

　軽服 に つ い て も［司じく 『西宮記 』 に ，

　　人之為 二
養子 ．， 為 ＝ 実父若養父 ．，随 r 親疎着 服之

　　時，用一軽服 ．．．無文 冠，位袍 ，黒表衣袴 （巻 19

　　で は 黒表袴），襪，例 沓，未v
知

二
旧 例＿，近代所

レ

　　見也．　 　 　 　 　 （巻 17袍 ・
服者装東条）

とみえる ．その 構成は 「無文冠
・位袍 ・黒表袴 ・襪 ・

沓」と い うもの で あ り，無文冠は何 も記 して い な い と

こ ろ か らすると，恐 らく日常の垂纓冠を無文に し た も

の で あ ろ う．表袴 は 黒色 を 用 い た．こ の 軽服 と 天梟 の

重服 の 構成 から推 測す る と， 公卿 等の 重服の 際の法要

装束 は 「切 h緒縄纓冠 ・鈍色袍 ・鈍色 卜襲 ・鈍色表袴 ・

牛角帯 ・黒革沓」 とい う構成で あ っ た 可能性が大きい ．

また天皇 も含め て 重服の 場合は
，
1年の 服喪期間が終

了 した 後 も，す ぐに 平常服 に もど る の で はな く，1 カ

月間だ けは軽装 の 心喪装束を着けた
＊ S．「西宮記』巻

17袍 ・心喪装束条に，

　　綾冠 ， 綾袍 ， 青 朽葉 ， 青 鈍袴等也，或用無文冠一．

　　除 重 服 ．之後，
一

月着一軽 服 ．．．

と記 され て い る．そ の 装束は，常の 冠 （文羅の冠） と

常の 綾袍に ，青朽葉色 の
．
ド襲 と青鈍色の 袴を着ける と

い うもの で あっ た ．青朽葉色は朽葉色 （赤み を帯び た

黄色）の 青み が か っ た 色，青鈍色 は 鈍色 の 青みがか っ

た色即 ち青みがか っ た墨色 で あ ろ う．冠 は，心境に よ

り無文冠を着ける こ ともあ っ た，

　3．平安中期

　（1） 天 　　皇

　寛弘 8 年 （1011）10 月 24 日 に崩御 した冷泉太上天

皇の 喪に服 し た三 条天皇 （子）の 諒闇服に つ い て は ，

　　是 目 ， 天皇除．．素服＿， 著．．御橡御衣一．．公卿侍臣 ，

　　同著
レ
之．　　　　 （『日本紀略』11 月 27H 条）

の 如 く記 さ れ て い る ．着服か ら 12 日 B に素服 を除 き，

橡の 諒闇装束となっ て い る．こ こ も橡 と しか記さ れ て

い な い が ，黒橡 と考 えて 間違い な い で あろ う．11世

紀 に 入 っ て も， 『西宮記』 に記され た 諒闇装束 は 基本

的 に は変化 して い な い ．

　天皇が 親以外 の 親族 の 喪 に服す時 の 喪服 で あ るが，

万寿 4 年 （1027＞12 月 4 日 に藤原道長が 亡 くな っ た．

こ の 時，外孫で ある後
一
条天皇の 喪服に つ い て 種々検

討された こ とが 『小右記』に記され て い る．

’ 5
女性 の 場合も同様で ，中期 の 例 で あるが 『源氏物語』

　 総角巻 に 八 宮 の 姫達 が 周忌 が 過 ぎて 薄鈍 色 に衣替え

　 して い る こ とが み える．
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平安時代の喪服

　　今廻
二
思慮 ．，只軽重 可

レ
在

：
御 定一 元正御装束，

　　鈍色如何．無文御冠，青鈍御服宜乎．…端書云．

　　過
：
元 三 日 ．之後，本服程可

ノ
着

二
御鈍色 云 々，

　　　　　　　　　　　　　　　 （12 月 30 日条）

　今回の 場合 も外祖父 の 喪 に服 す の で あ るか ら ， 服紀

令か らすれば先引の 村上天皇が妻の 喪に服 した応和 4

年の 例と同 じ とな り，薄鈍色とい うこ とに なる ．しか

し， 今回 は 服喪期間が正月に か か り，正 月の 装束が 鈍

色 と い うの は ど うか と思 わ れ る の で ，無文冠 に青鈍色

の服が良い の で はない か とい うこ とに な っ た．ただ し，

正 月の 三 が 日が 過 ぎた ら，本来の 喪服で ある薄鈍色を

着用す べ きで あ る と端書 に 記 さ れ て い る．

　 平安中期 に な っ て も基本的 に 前記末 の 服喪服 の 制 は

継承さ れ て い たが
， 時と場合に よ っ て は そ の 色を変え

る こ とも行わ れ た こ とが窺える．後 一条天皇の場合は
，

正月三が 日だけ は よ り軽 い 青鈍色を装 っ た の で ある，

　  諸　　臣

　 まず諒闇装束で ある が，前期を継承 し て黒橡である

こ とに は 変わ りない ．こ の こ とは，先記の 『日本紀略』

の 記 述か らも明 らか で あるが ， 『栄花物語』にも次 の

よ う に み える．万寿 4 年 （1027）9月 14 日 に 皇 太后

妍子 （三 条院皇后）が，そ して 同 じ年の 12 月 4 ［1 に

は藤原道長が と相次い で 不幸が あっ た．こ の 時の こ と

を，

　　 9月よ りは，殿 ば ら皆皇太后宮 の 御うす に ほ ひ に

　　て おは しまし，宮司な どこ まや かな りつ る に，黒

　　橡 に な らせ 給．世中の 十 が 九 は
， 皆鈍 み 渡りた り．

　　い は “ 諒闇 ともい ひつ べ し．公 よ りも 「諒闇せ よ」

　 　 とい ふ 宣 旨下 りたれ ば な りけ り、

　　　　　　　　　　　　　（巻 30つ る の は や し〉

と記 して い る．9 月 に亡 くな っ た 皇太后 の 服喪中の た

め 皇子達は皆薄鈍色で ，皇太后 に 仕 えて い た役人達 は

鈍色 で あ っ たが，道長の薨去 に伴 い 「諒闇 にせ よ」 と

の 宣 旨が下 っ たため，皆黒橡に な っ たの で あ る ．道長

は後
一

条天 皇 に と っ て は外祖父 で あ り，本来は諒闇に

はなら な い が ，道長の権勢が諒闇にさせ た の で あろ う．

しか し先 に 記 した よ うに，後一条天皇の 装 い は諒闇装

束で は なか っ た．

　諒闇以外の 公 の服喪服で あ る が，寛弘 8 年 〔iOl1）

6 月 22 日 に 崩御 し た
一’

条太上 天 皇の 喪中 の 装 束に つ

い て種 々 検討 した こ とが 『小右記』に み える ．

　　十四 日
…御四十九 日間，不

レ
着

：
鈍衣一候

レ
院，可

レ

　　無
；
便宜 t， 至

レ
今，着

：
鈍色 可 二 参入 ．之 由，被

レ 定

　　了者．但参内之時 ， 可
レ 着 ：

心喪装束 ．云 々 ．

　　十七 日
…御傍親并院司及給．素服 凾之人外，不 河

　　着
ニニ
鈍色 ．．如 ：

初定 ．，着
二
心喪，k 束　．，可

、，参 二
院及

　　内裏一．者，　　　　　　　　 （寛弘 8 年 7 月条）

　こ れ に よ る と
，

四 十 九 目 ま で は
， 親族 と太 上 天 皇に

仕 えて い た 者及 び 素服を給 わ っ た 者の み が鈍色を着け ，

その 他の 者は心喪装束 で参院 ・参内する こ とにな っ た

こ とが窺え る．当時の心喪装束で ある が，同じ く 『小

右記』に，

　　右大臣 ・内大臣 ・余…不 v 可
レ
着

二
鈍色 、，只可 v 着 ：

　　心喪服 ．、朽葉色下襲庸鈍色袴云々．

　　　　　　　　　　　　　　 （寛b
「

ム8 年 7 月条）

の 如 くみ え
， そ れ は 朽葉色下襲 ・青鈍色袴と い うもの

で あ っ た．恐 らくこ れは前期 の 心 喪服 で あ る 「綾冠 ・

綾袍 ・青朽葉下 襲 ・青鈍色袴」を継承 した もの と思 わ

れ る．

　また ，こ の 頃 になる と養老喪葬令 の 服紀条 には み ら

れなか っ た 四十九 日 と い う仏教上 の 区切 りが，服忌に

も影響 を及 ぼ して い る こ とが 窺え る．『源氏物語』に

も，

　　御四十九 日まで は
， 女御 ・御 息所 たちみな院 に 集

　　ひ給へ りつ るを，す ぎぬ ればち りぢ りに まか で給

　　ふ ，　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 （賢木条）

の如 く，桐壼院が 崩御 して院に籠 もっ て い た 妻や女官

達 は，四十九日を区切 りとして ，皆それぞれ院か ら退

出 して ち りぢ りに な っ た こ とがみえ る．

　 7 月 22 日 に故
一一
条太上 天皇の 法要が 営 まれ た が

，

こ の 時 の 装束は
，

　　内大 臣 ・左兵衛 督，不
v
可

レ 着 ：
鈍色 ，之定内，而皆

　　着
：
鈍色 ．．就 中内大 臣着

：
深鈍色 ，若是催：

褻装

　　束．撒 ， 直衣．　　　 （『小右記』寛弘 8 年 7 月条）

とい うもの で あ っ た．即 ち，親族 と 院司
・
素服 を給 わ

っ た者以外は 鈍色 を着け て はい けな い と 決 め られ て い

た に もかかわ ら ず，内大臣と左 兵衛督は鈍色を着け て

い た．中で も内大臣は深鈍色を着けて い た が こ れ は褻

装束 （直衣）を着用 し て い た こ と に よ る もの か と著者

（藤原実資）は 記 して い る。結局
・
応 の 決 ま りがあ っ

て もそ の 人 の 心持 ちに よっ て ，鈍色 の 着用 もあ っ た こ

とが窺え る ．七七忌 の 法要の 時は どうする か とまた議

論とな っ たが ，結局，

　　左府被 v 命云
， 御傍親并院司外 ， 可

レ
任 lf 意者 ．

　　　　　　　　　　（『小右記』寛弘 8年 7 月条）

とい うこ と に な り，左大臣道長 の 命令に よ っ て 親族 と

院司 は 鈍色 を着け る が，そ の 他 の 者は そ れ ぞ れ の 意 に

任せる とい う こ ととな っ た．そ の結果は，
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　　未剋参院．着綾冠・綾表衣嫌 青鈍
．
嚶 借鈍表袴．…今 N

　　参入卿相 ， 右大臣 ， 内大臣 ， 着
：
鈍色 ， 大納 言公任 ，

　　着青朽駕，奴下官．，中納 言時光，無文冠・無文表衣・黄朽

　　葉下重清 鈍表袴，参議懐 平，如．
：
公任．，経房，鈍色，実

　　成 ，如塒光卿．，但青朽葉，三 位中将教通，鈍色，…頭

　　弁道方 ・蔵人少納 言能信，日来着．：青朽葉一，而今

　　依
二
左 府命 t，着 ：

青鈍色 t，当時職 事人，変
二
日来

　　装 束 、，忽着 ，鈍色＿如何，入 々傾耳．…御傍親及

　　不
レ
兼．

二
内殿 L 之 者，皆着

唆
鈍色 ．．

　　　　　　　　　　 （「小右記』寛弘 8年 8月条）

の 如 くで あ っ た．即 ち，親族 と宮巾内殿上人以外の 院

司は全員鈍色 を着けた が，そ の 他 の 者は，そ の 入 の 心

持ちに よ り鈍色を着け る者，無文冠
・無文袍 ・

黄朽葉

下襲 ・青鈍色表袴とい う構成の 者，実資の よ うに常 の

綾冠 ・綾袍に 下襲と袴の み を青鈍色 （軽服の 心喪装束）

とする者 もい た．ただ，近習の 頭弁道方や 蔵人少納言

能信 は 日頃 は 青朽葉色 を着用 して い た が
， 今 回 は 道長

の 命に より青鈍色 を着けた．

　長元 9 年 （1036）4 月 17 日後
一

条天 皇が在位 の ま

ま崩御 し，後朱雀天 皇 （弟）は 5 月 19 日に錫紵を着

け，3 日後 の 21 日に錫紵を除 い た ．諸 臣が素服 を除

い た の は 着服 か ら 35 日 H の 6 月 23 日で あ っ た．こ の

間は素服を給わ っ た者は，法事の 度に素服を着けて参

会 した の で あ る ．5 月 25H の 仏事の 時の 様子 を 「左

経記』は
，

　　東対簾中，関自相府竝 素服公卿等祗候，東廂，同

　　侍 臣等祗候，関白監不論 二
素服．，鈍色束帯，依

．
坐

二
鰍 L，

　　不v 具1剱笏等．．内府以下，皆脱
、
袍并下襲＿，着

二
素服一1 依tr為t簾中．t，

　　有減不
、
被滞剱．，…未剋 ，公卿侍臣参三会殿 E ．，

…．

　　其装束，公卿皆青朽葉下襲，青鈍表袴，綾袍冠，右府無文冠巻纓，

　　但民部卿，左衛門督，右宰相中将等鈍色，侍臣皆鈍色，但左中将良頼

　　朝臣二藍，右中将俊家，右衛門権佐範国等如
二
公卿．，是為

レ
依

二
当時職

　　事也，此外侍中地ド諸大夫皆鈍色 但弁少納言輩同．公卿．．

　　　　　　　　　　　　　（類従雑例長元 9年条）

の如 く記して い る．関白頼通 は素服を給わ らなか っ た

が ，鈍色の 束帯を着け，素服を給わ っ た内大臣以下公

卿や 侍臣は皆袍と ド襲を脱 い で ，素服 （鈍色麻布製縫

腋袍）を 着 た ．前稿 で も触 れ た よ うに
， 本来 は 素服 は

束帯の ヒに着用す る もの で あ る が，恐 ら くこ の 時 は 旧

暦 の 5 月 25 日 の こ とで あ り，暑 さの 為 に 袍 と下襲 を

脱 い で の 着用 と な っ た こ と と思 わ れ る ．しか し，6 月

6 日に行われた七七忌 の 法要の時は，

　　今 日素服 公卿，有v 議，不丿匙位 袍 ．，其上 着．
：
素

　　服 ，矣，　　　 （『左経記』類従雑例長元 9年条）

の 如 く， 議が あっ て 位袍の 上 に索服 を着け た ．素服 は

束帯 の 上 に 着用す る こ とが 1ピ式で あ っ た こ と は 明らか

で ある．

　素服以外の 公卿は 綾冠
・綾袍に青朽葉下 襲 ・青鈍表

袴とい う心喪装束が ．・般的で あ っ た が
， 中には 右大臣

の よ うに冠 を無文巻纓冠 に した 者 もい た．そ の 他 は鈍

色が多か っ たが，職事に 当たる者は 素服以外 の 公卿 と

同様に，軽 い 喪服 を着用 し た．

　素服 を脱 い だ後 の 装束である が ，同じ く 『左経記』

に ，

　　 6 月 23 日…辰剋，於 ．南庭 ．，解除脱一素服 t，祓後

　　棄r．河原．，束帯参殿，青朽葉，青鈍表袴，綾袍， 冠等．

　　　　　　　　　　　　　（類従雑例長元 9年条）

と み え，著者 の 源経頼 は参殿 の 時 に 「綾冠 ・綾袍 ・青

朽葉下襲 ・青鈍表袴」 とい う心喪装束を装 っ て い る ．

　貴族男性の私的な喪服である が
， 重服時の 法要等 の

装束 は 前期末 の 『西宮記』記載 の もの を 継承 して い る

と考え られる．重服以外の服喪服 も，前期 と同様に薄

鈍色 で ある こ とは 『源氏物語』の 次の 記述か らも明ら

か で ある ．葵の 上 が 亡 くな り，夫の 源氏は，

　　に ば め る御衣た て ま つ れ る も，夢 の 心 地 して ，

　　「わ れ さ きだ ・ま しか ば，ふ か くそ，染 め 給 は ま

　　 し」 と思すさへ ，

　　　か ぎりあれば薄黒衣あさけれ ど涙ぞ袖をふ ち と

　　　な しけ る

　　とて ，念誦 し給へ る さま…．　　　　　 （葵）

の 如 く，自分 が 先だ っ た場合 は 1年とい う重 い 喪に な

る の で ，妻は濃い 鈍色 を着けた で あろ うが，制限 が あ

る の で 自分 は薄鈍色 しか着 られ ない と嘆 い て お り，重

い 喪服が 濃鈍色 で ，軽 い 喪服が薄鈍色 で あ っ た こ と が

裏付けられ る．そ して 喪明けまで は鈍色 を着るの で あ

る が，四十九 日が過ぎ る と更に その 色 を薄 くした．同

じく 『源 氏物語』 の 葵の 上が亡 くな っ た時 の 記述 で あ

る が，正 目 （四十九 日）が過 ぎて，

　　中将 の ，鈍色 の 直衣 ・指貫 うす らか に 衣が へ して ，

　　い とを ・しう，あざや か に ，…．こ れは，い ます

　　こ し，こ まや か な る 夏 の 直衣 に，紅 の つ や ・かな

　　る
，

ひ き重 ね て ，…
　　　　　　　　　 （葵）

の 如 く，弟の 中将 は よ り薄い 鈍色に衣替えを して お り，

源氏 は 中将 よ りも少 し濃 い め の 薄鈍色 の 直衣 とな っ て

い る ．

　
一

方，貴族女性 の 私的な喪服 で あるが，後
一

条天皇

が 崩御 した時の 中宮や 皇女達 の 服喪の 姿が 『栄花物語』

に み え る．
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平安時代 の 喪服

　　八 月つ ご もり方 に 渡 らせ 給．黒 き御単が さね に ，

　　黒き御小袿奉 りて ，二 所 なが らお は します．…大

　　宮 ，

…
黒 き単の御衣 に御髪は御衣 よ りは色に て …凾

　　　　　　　　（巻 33 きる はわび しとなげ く女 房）

　こ れ に よ る と，申宮 も姫宮達 も皆黒い 小袿や黒 い 単

衣 とい う姿で あ る．『源氏物 語』は ，八 の 宮 の 死 去 に

際 して の 娘の女王 の服喪服 を 「濃 き鈍色の単衣に，萱

草 の は か ま」 （椎本）と記 して い る ．い ずれ も重服で

あるか らそ の 色は濃 く， 『栄花物語』で は 「黒 き」と

記 さ れ て い る が こ れ は濃鈍色の こ とと考えて 間違い な

い で あろ う．

　即 ち，平安中期の公の服喪服は，重 い の が無文冠
・

鈍色袍 （鈍色が濃 い 方 が よ り重 い ．四 十九 日 を過 ぎる

と色を少し薄 くした）であ り，
こ れ に次ぐの が無文冠 ・

無文袍で
， 最も軽 い の が常の綾冠

・綾袍で 下襲 ・袴の

色 を変える とい う姿で あっ た．そ して ，色 は 重 い 順 に

鈍色 ，青鈍色，青朽葉 ，黄朽葉で あっ た こ とも窺える．

　私的な服喪服 も公 に準 じる が ，男女とも基本的 に は

日常の装 い を無文と し，その 色 を鈍色系統にする とい

うもの で あっ た．そ して，重 い 喪ほ どその 色 を濃 くし

た．

　4．平安後期

　（1） 天　　皇

　建 久 3年 （1192）3 月 13 日 に後白河法皇が 崩御 し

た．こ の 時の 後鳥羽天皇 （孫） の 装束に つ い て 『明月

記』は次の ように記 して い る，

　　次撤
二
倚廬御装束 ．，被

レ
改

二
御装 束 ．，例橡御袍御

　　衣 ， 鈍色御袴 ， 甘子色，御引直衣之由也．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4 月 2 日条）

　こ の 国書刊行会本 『明月記』で は，袴の 色が鈍色 と

甘子色 と二種類記さ れ て い る が，同 じ時 の こ とを記 し

た九条兼実 の 『玉葉』で は，

　　着一御諒 闇御衣 ．，
…黒御直衣，鈍色 二 御衣，柑子

　　色御袴等也 ．　　　　　 （建久 3 年 4 月 2 日条）

とな っ て い る ．よ っ て 『明月記』 の 記述 は 「御衣 ，鈍

色， 御袴，甘子色」で はない か と思 わ れ る．後鳥羽天皇

は後白河法皇の孫で あ り，本来か らする と諒闇 で は な

い が兼実 は 諒闇 と記 して い る ．こ の 時も諒闇とするか

否か議論 され た が ， 前期の 仁明天皇の 時の が先例 と な

り，結局諒闇 と な っ た
＊ G．

　即ち，平安末期 の 天皇 の 諒 闇服 は
， 黒橡直衣 （御引

＊ 6
「愚昧記』建久 3 年 3 月 13 日条参照，

直衣〉・鈍色衣 ・柑子色 袴とい う構成で あっ た こ とが

わかる．

　  　諸　　臣

　嘉承 2 年 （llO7）7 月 ユ9 日 に在位 の ま ま崩御 した

堀河天皇の諒闇中の 装束につ い て，藤原 宗忠が 『中右

記』に詳細に記 し て い る．宗忠 は有職故実に も長けて

お り， そ の 記述 の信憑性は高い と思 わ れ る の で
，

こ れ

に よ り当時 の 喪服 をみ て ゆ くこ ととす る．同 月 24日

に葬送が 行われ，25 日 の 夕刻 よ り初 七 日の 法要が 営

まれた が，こ の時の装束は次の ようで あ っ た．

　　公卿多以被
F
参，或束帯，或衣冠，或巻纓，或垂

　　纓，但本 自所候之殿上人 ， 雖
レ
未 v 着 二

服衣 ．，皆以

　　巻纓也．人々云，亡者在之時，万入巻纓．葬礼之後，不港灣云々．

　　此事可尋知歟．　　　　 （嘉承 2 年 7 月 25 日条）

　 こ の 初七 日の 日は拾骨 の 日で あり，まだ殿上人達は

喪服が 間に 合わなか っ たた め
， 束帯や衣冠で の 参会と

な り， 巻纓 ・垂纓入 り混 じっ て い た が
， 側近 の 者 は皆

巻纓冠 に して い た．ただ，
一
般的 に は葬送 まで が巻纓

で ，葬送が終 わ り遺体 が 荼毘 に ふ さ れ た り埋葬 された

後は垂纓 とい うの が当時 の 慣習 で あっ た よ うで ある．

7 月 28 日 に参内した旧臣たち の 装束 は ，

　　殿上人服装束不同事 ，

　　　布装 束ノk 々 ，　基隆，宗輔，師時，　
…

　　　無文位袍黒指貫，道時朝臣，顕国朝臣，…

　　　　件輩者，素服人 々 也．

　　　　其外旧臣，只着 諒 闇装束＿，或又此 中頗黒色

　　　　装束也．

　　　　　　　　　　　　 （嘉承 2 年 7 月 28 日条）

の 如 くで あっ た ．崩御 し て まだ 10 日 目の こ とで ある

為 ， かな り重い 装い を して い る が ，素服 を給わ っ た 殿

上人 で あ っ て も麻布袍の者と無文位袍で 指貫 を黒 に し

て い る者 とい た こ とが わ か る．そ して
， 素服 以外の 殿

上人は諒闇装束で あ っ たが ， そ の 色 は濃い 黒で あっ た．

　 日を以 て月に代 え る制に則 っ て ，8月 5 日に鳥羽天

皇 （子）は錫紵 を脱い で諒闇装束とな っ た の で あるが，

殿上人 たちは，

　　従一今日 ．，殿上人着一鶴食袍 ．云 々 ，

　　　　　　　　　　　　　（嘉承 2年 8月 5 日条）

の 如 く，こ の 日 よ り橡袍着用 とな っ て い る． 8 月 10

日の 三 七 日の 法要 も 17 日 の 四 七 の 法要 の 時 も，殆 ど

の 人が 略服 の 直衣姿で あっ だ
7，25 日 に堀河太上天

皇の 御斎会が催 され た が
，

こ の 時の 装い に つ い て は次

の ように み える．

　　 内大臣，源大納言，…，素服入々，下重［コ袴鼠色之袍也，
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　　余公卿ハ にひろ也．旧臣道時朝臣以下 ， 着．．素月廴輩 ，

　　在
、
此所 ．．某 隆朝臣，師時朝臣 ，

…
宗隆，此中内殿

　　．ヒ人四人，顕国，顕重
， 雅兼， 宗能，

つ るばみ．自余無文位袍．素服

　　人々，不
レ
帯

レ
剱，不v取レ

笏， 是先例也．

　　　　　　　　　　　　 （嘉承 2 年 8 月 25H 条）

　太．ヒ天 皇の 旧臣 で 素服の 者は皆素服を着け て ， 剱は

帯 びず笏も持たな い で の 参会で あっ たが，素服の 下の

装束 は鼠色 の袍 ・
下襲 ・袴 とい う構成 で あ っ た．他の

公卿は 鈍色装束 ，素服 を給わ っ た殿 と人で 内裏の 殿 一h
人 は 橡袍，そ の 他 の 者は無文位袍で あ っ た ，9 月 7 日

に 七七 の 法要が営 まれ た が
， 内大臣 以 下 旧臣の 公卿 ・

殿上人は皆素服 を着け，終 わると素服 を脱 い だ
＊B．そ

し て ，素服 を着けて か ら 65 日 目 の 9 月 29 日に素服 を

除 くべ く仰せ が 下 されたの である が ， 著者 の 藤原宗忠

も 工D 月 3 日 に，

　　酉時許 出 鴻源 ．， 與 少 将 ．相共除．素矧廴．…．但

　　従□素服至 于衣袍，
一

年之 問［］ 重服 也．但参

　　内時可
レ
用 諒闇 ［＝］一．．

　　　　　　　　　　　　 （嘉承 2年 10月 3 日条）

の如 く河原で素服 を脱 い だ．しか し，主入 （宗忠は堀

河天 皇 に 仕 え て い た ）が崩御 し たの で あ る か ら
，

ユ年

間は重 い 喪服 （鈍色）を着，宮中 に参内す る時 だけ は

諒闇装束の橡袍で ある と記 して い る，

　安元 2 年 （1176）7 月 8 日 に 建春門院 （後 白河后）

が 亡 くな り，子 の 高 倉天皇が服喪 し諒闇とな っ た ．そ

の 年の 12 月 5 日 に京官の 除 日 が 行わ れ た の で あ る が，
こ の 時の 九条兼実の 服飾 は

，

　　無文冠巻纓，無文位袍，裏鈍色，鈍色平絹下 襲，裏

　　中陪皆鈍色，同色 表袴，中陪鈍色，裏紅色， 白平 絹相一

　　重 ，衵大 口 ，蜘剄，白襪 ， 如
．
例，黒漆鞘銀造剱，

　　装束無文青革也，鈍色平緒斑犀帯，…沓裏押 一自生絹 一．

　　　　　　　　　（『玉葉』安元 2 年 12月 5 日条）

とい うもの で あ っ た ．こ の 日の兼実 の 装い は，心喪服

の 中で も中程度 の もの で ある が ，無文位袍の 裏は 鈍色

とし，また下襲 ・袴 ともに鈍色で鈍色 の 中陪 も加わ っ

て お り，冠 も巻纓 に して い る ．こ の 日 は，崩御 し て か

ら 5 カ 月 が 経過 して お り，しか も法要で はな く除目の

日で ある に もか か わ らず，かなり重 い 装い とな っ て い る ，

’T
「中右記』 嘉 承 2年 8 月 lO 日条 に 「今 日第 三 七 日也．

　
…重 軽服 人 々 皆取

レ
之，皆直衣」 と，また 同 書 8 月 17

　 日 条 に も 「今 凵 当
二
四 七 口 ．．…藤 宰 相，以上直衣」 と

　 み える ．
“s

『中 右記』嘉承 2年 9 月 7 日条．「今 日本院御法事也．

　
…

事了 ．…
次公 卿 退 下．索服 人 々 脱

レ
之．」

　治承 5 年 （ユ181＞正 月 14日 に高倉上皇 が崩御 し，

諒闇とな っ た．同月 29 日 に 出仕 し た時 の 九 条兼実 の

喪服 は 次 の ような もの で あ っ た．

　　薄色直衣指 貫，各有一同色裏．，鈍色衣一重，普通諒闇白

　　衣也 而嘉承 知足院殿，着競色張単一給，遂彼例一也，白下袴，

　　無文冠 ， 巻纓，例履，裏押．．鈍色練絹．例．

　　　　　　　　　（『玉葉』治承 5 年 1 月 ユ4 日条）

　 こ の 時の 直衣 の 「薄色」で ある が ， 平安時代に お い

て は
一

般的に 「薄色」 とい うと，薄紫か薄二 藍iか の い

ずれ か で あ る．しか し，こ の 時の は以 Fの記述か ら薄

鼠色で あっ た こ とが分か る．

　　 今 日除服，新院御服也，出．河原 一．，陰陽師漏刻博士

　　憲成，陪膳季長 ， 役兼親 ， 余，着 r 例諒闇直衣 t，

　　鈍色也　日来，所
レ
着之 薄鼠色 直衣，指貫等，賜

二

　　陰陽師＿了．　　 （『玉葉』治承 5年 3 月 6 口条）

　即 ち ， 3 月 6 口 に除服 した の で ある が ，それまで ず

っ と着け て い た 「薄鼠色直衣」 と記 され て お り，1月

29 日 の 出仕の 時 の 「薄色」 は 「薄鼠色」で あ っ た こ

とが 窺える ．除服前 の 出仕時 の 兼実の装束は
， 「巻纓

無文冠
・
表裏 とも薄鼠色 の 直衣 と指貫 ・鈍色衣 の

一
重

ね ・白下袴 ・裏に鈍色練絹 を張 り付けた履」 とい う構

成 で あ っ た．た だ ，兼実 の 記述 に よ れば，衣 の 色 は
一

般的 に は 諒闇の 時は 白で あっ たが
， 嘉承 2 年 （1107）

の 堀河 天皇崩御の 時に，関白藤原忠実 （知足院）が鈍

色衣 を着用 したの が先例 とな り， 以降諒闇 の 時 の 衣 は

鈍色に な っ た こ とが窺える，また，除服後の 諒闇装束

と して 兼実は 鈍色 直衣 を着用 して い る．中期 の 例に も

み られ た よ うに，束帯の場合は橡色である が
， 直衣 の

場合は褻服なの で色を重 くして 鈍色 とい うこ とな の で

あ ろ う
” ．下 に は ，鈍色衣を重ねた と思われ る．

　大治 4 年 （1129）閏 7 月 ll 日 に，白河法皇の 五 七

日の 法事が行われた の で あ る が，宗忠は こ の 時 の 自ら

の 喪服 に つ い て 次 の よ うに 記 して い る．

　　仍午時許，初着 ．心喪装束一参 入 ， 冠表衣服如常，下襲青

　　朽葉，表袴青鈍色 裏大口紅，単衣白，無文玉，但垂纓也．今

　　日人 々 多巻纓也．予老屈之上 t 垂纓又有一先例＿之

　　故也．　　　 （『中右記』大治 4 年 7 月 11 日条）

　常 の 綾冠 ・綾袍 で 下襲 と表袴が青朽葉色 と青鈍色と

い う装束で あ る，宗忠は白河法皇に は仕えて い なか っ

たの で ，軽服の心喪装束で参会 して い る ，しか も冠は

垂纓 で あ っ た．しか し，他 の 多 くの 者は 巻纓 に して い

’ S
「玉 葉』安元 2 年 7 月 23 日条 に も，「此 日依

レ
為

弓
吉

　 日 ．，初着一諒闇装 束 ．，鈍色直衣，平絹也，指貫無文，巻纓冠等

　也．」 と，兼実 の 諒 闇 直衣 の こ とが み え る．
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平 安時代 の 喪服

た ．先に記 し たように ，葬送の 後は垂纓 とする の が正

式 で あ っ た の で彼は垂纓 としたが （老屈 の 故 と弁解 し

て い るが），巻纓 にす る こ とが
一

般的に な りつ つ あ る

こ とが わか る。

　前稿で み た よ うに，平安後期 に な る と錫紵装束も重

装束にな っ て い っ たが，こ の こ とと並行 して ， 諒闇 ・

心喪装束 もよ り重い 装束へ と変化 し て い る こ とが窺え

る．

　 5．ま と め

　以 ．ヒ平安時代 を前期 ・中期 ・後期 の 三 期に分けて宮

中を中心 とした服喪服 をみ て きた の で ある が ，平安時

代を通 じて ，基本的に は前期に 成立 した 服喪服 の 制 が

継承され続けた こ とが窺える．それぞれの 時期 の 服喪

服 をま と め る と以下 の 如くな る．

《前期》

○諒闇の 時

・天皇

　 目常的服 喪服 ：堅絹冠
・黒橡衣

　法要時 の 装 い ：

　　重服冠 （切 上緒縄纓冠）・黒橡袍 ・鈍色 ド襲 ・鈍

　　色表袴 ・鳥犀黒角帯 ・黒造剱 ・赤沓

・諸 臣

　日常的参殿服 ：黒橡袍

　本官の役に 就 く時 ：位袍

　 い ずれ も冠 は無文冠 と思 わ れる．

○諒闇以外 の 時

・天 皇

　薄鈍色衣が
一

般的 で あ っ たが ， 心境 に よ りそ の 色を

　濃 くする こ と も行われた．

・諸臣 ：薄鈍色が 基本．冠 は 無文冠 と思われ る．

○貴族達 の 私 的な喪服

・重服の場合 （こ の 時 は 忌籠 もる）

　 日常的服喪服 ：濃鈍色衣

　法要時 ：

　　重服冠 （切 上 緒縄纓冠 ）・濃鈍色袍 ・鈍色
．
ド襲 ・

　　鈍色 表袴 ・牛角帯
・
黒革沓

・軽服の 場合の参殿等の 装 い ：

　　無文冠
・位袍 ・黒表袴 ・襪 ・沓

○重服 の 場合は 1 年の服喪期間終了の 後 も，1 カ月間

だけは心喪装束を着用．

　　綾冠 （又は無 文冠）・綾袍 ・青朽葉下襲 ・青鈍袴

女性 の 場合 は ，薄鈍色．

　 中期以降も こ の 制 は継承 され て ゆ く．

《中期》

○諒闇の時

　前期 に 成立 した 喪服 の 制が 中期に もそ の まま継承 さ

れ，前期 の もの と殆 ど 変化 な い ．

○諒闇以外の 公 の 時

　 ・
冠 と袍

　　最 も重い もの ：無文冠
・鈍色袍 （鈍色が濃い ほど

　　　　　　　　　重い ）

　　 こ れ に次 ぐもの ：無文冠 ・無文袍

　　最 も軽い もの ：綾冠 （常の 冠） ・綾袍

　 こ れ ら の 組 み 合 わ せ をベ ー
ス に して ，更 に 心境 に よ

り
．
N襲 ・袴の 色 を変える．

　 ・
下襲 ・袴 の 色

　　重い 1頂に ：鈍色，青鈍色，青朽葉色 ，黄朽葉色

　 こ れらの 冠
・袍 ・

下襲 ・袴を心境 に よ り種々組み合

わせ て装っ た，

　 四十九日が
一

つ の 区切 りとして 重視 され る よう に な

り， 四
．
卜九 目まで は，亡 くな っ た先帝 の 親族や 旧臣は

鈍色 で参院 し， 宮 中参内 の 時 は 心喪装 束 （前期の もの

と同様の もの ）を装 っ た．そ して ，四
一
卜九 凵を過 ぎる

と鈍色 は よ り薄く し た．

　 また，素服 を除 い た後の 服 喪期間 の 参殿服 も心喪装

束 で あ っ た ．

○貴族達の 私的な喪服

　 公に準 じる が，親が亡 くな っ た場合 は重服冠 をか ぶ

る，

○女性 の喪服

　 ・中宮 ・皇女 ’　’t，流貴族 の 女牲 ：

　　　鈍色小袿 ・鈍色衣 ・萱草色袴

　 ・女房 ：鈍色唐衣 ・
鈍色裳 ・

鈍色衣 ・萱草色袴

　 親疎 に よ り鈍色 の 色 を濃 くした り薄 く した りする こ

とも男性 と同様．

《後期》

　 後期 に な っ て も宮中 に お け る諒闇服 が黒橡色で ，亡

き天皇 の 親族や諸 臣は凵常 的に鈍色 を着け た こ と には

変わ り無 い が，橡色 や 鈍色 は よ り濃 くな っ て ゆ き，下

に 重ね る衣の 色 も，従来は白色で あ っ た もの が 12 田：

紀にな る と鈍色へ と変化 した，また，冠の纓 も葬送ま

で が巻纓 で 以後は 垂纓 と い うの が 慣 習 で あ っ た が
， 次

第 に 巻纓が
．
般 的 とな っ て い っ た．

　平安時代 の 服喪服は，前期に養老喪葬令 をベ ー
ス と

して
一

定の様式が 生 まれ，人 の死 と関わ る装 い とい う

特殊性か らか ，後期 まで ほ ぼ そ の基本線は継承され て
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い っ た ．しか し，中期 まで は まだその 制は確た る もの

で はな く，そ の 時々 で前例を参照 しなが ら形 を決 める

とい うもの で あ っ た が
， 後期 に な る と その 形式は有る

程度定ま り，
以 降 の 有職 の 世界に継承され て ゆ くの で

ある ．

　そ して こ れ らの 服喪装束は
， 形式が定 まる こ とと相

俟 っ て，時間の 経過 と ともに よ り重 い 装 い とな っ て い

っ た．こ の 傾向は，前稿で み た素服装束も同 じで あ っ

た．後期 に なる と，日常の 装い に も強装束の 登場とい

う新 しい 動 きが み え，服飾全体が 威儀張 っ た よ り形式

化 した もの へ と変化 して ゆ く．こ れ は ，新興勢力の 台

頭 に脅か されつ つ あ っ た貴族達の ，内面表現の 産物 と

も解釈され る．こ の風潮 と
， 喪服 が 形式化 し

，
よ り重

装束になっ て ゆ くこ ととは重なる部分が あるで あ ろ う．
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